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福岡県小郡市干潟892番地１
丸 東 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 菅 原 正 之

第79期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.marutosangyo.co.jp/topics/index.php/top/5

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、福岡証券取引所（福証）のウェブサイ
トにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

福岡証券取引所ウェブサイト（福岡証券取引所上場会社一覧）
https://www.fse.or.jp/listed/search.php

上記の福証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名」に「丸東産業」又は「コード」に当
社証券コード「7894」を入力・検索し、「詳細情報」を選択して、「上場会社詳細情報」にある
「株主総会招集通知」欄よりご確認ください。
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当日ご出席いただけない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができ
ます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2026年５月21日（木曜日）午後５
時30分までに、３頁の記載に従って議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2026年５月22日（金曜日）午前10時
２．場 所 福岡県小郡市干潟892番地１

当社３階会議室
３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第79期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告及び連結
計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第79期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
・交付書面から一部記載を省略している事項
ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねておりま

す。なお、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、下記の事項を除いております。従い
まして、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書
類の一部であります。
①事業報告の主要な事業所及び工場、会計監査人の状況、会社の体制及び方針
②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表
③計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表

以 上
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議決権行使についてのご案内 

■ �書面と電磁的方法（インターネット）を重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法（インターネット）による議決権行使を
有効なものといたします。

■ 電磁的方法（インターネット）で複数回議決権行使をされた場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。
■ �代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、

代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
■ �電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

書面によるご行使
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、行使期限までに到着するようご返送
ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思
表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2026年5月21日（木曜日）午後５時30分まで

株主総会へのご出席
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

開催日時 2026年5月22日（金曜日）午前10時（受付開始 午前９時）

インターネットによるご行使
当社議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、行
使期限までに賛否をご登録ください。
詳細は、次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

行使期限 2026年5月21日（木曜日）午後５時30分まで

システム等に関する
お問い合わせ ふ0120-173-027（受付時間：午前９時～午後９時）

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

当社ウェブサイト：https://www.marutosangyo.co.jp
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議決権行使書

インターネットによる議決権行使のご案内

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使書用紙に記載のQRコード
を読み取ってください。

議決権行使サイトにアクセスしてくだ
さい。

議決権行使書用紙に記載された「ログ
インID・仮パスワード」を入力しク 
リックしてください。

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

1 1

2

以降は画面の案内に従って賛否をご入
力ください。2

「ログインID・
仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワー
ドを入力することなく、議決権行使サイトにログイ
ンすることができます。

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。3

見本
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、賃上げの進展や政府による物価負担軽減策を背景
に、個人消費の持ち直しが見られるとともに、省力化・デジタル関連を中心とした設備投資
が堅調に推移し、内需主導の緩やかな回復が続きました。
一方、当社子会社を有する東アジアにおいては、東アジア情勢を巡る先行き不透明感を背
景に、需要は一部で弱含みで推移いたしました。
このような状況のもと、当社グループは安定供給を第一に、お客様のニーズに応える製品
提案を通じて売上拡大を図り、事業活動を推進してまいりました。
営業面では、ストレスフリー「掴めるくん®」、乾燥剤フリー「吸湿くん®」、電子レンジ
用包材「楽チンさん®」などの機能包材、「MARUTOエコプロダクツ（環境対応品）」、
「MARUTOパッケージプロモーション（販売促進策）」の提案を行ってまいりました。ま
た、３月にはイライラフリー「直進くん®」発売20周年、液体高速充填用フィルム「マル
トップ®ML」発売35周年を迎え、既存製品の提案活動も強化いたしました。さらに、狭幅
の袋にも対応できるストレスフリー「掴めるくん®γ（ガンマ）」、そして規格袋のサイズよ
りさらに大きなサイズの乾燥剤フリー「吸湿くん®」の2種類を開発し、様々なお客様のニ
ーズに対応できるよう製品価値の向上に努め、原材料価格の高止まりに対する活動として価
格改定にも継続的に取り組んでまいりました。
生産面では、原材料価格の上昇分に対応するため、コスト管理や生産プロセスの最適化を
進めるとともに、協力会社と連携し、安定供給体制の強化に努めてまいりました。
また、第３四半期連結会計期間において、当社グループの経営資源の合理化及び効率化を
図るため、完全子会社である丸東印刷株式会社を吸収合併いたしました。
この結果、売上高187億７千５百万円（前年同期比4.0％増）、損益面では、営業利益４億
２千万円（前年同期比25.2％増）、経常利益５億２千７百万円（前年同期比30.4％増）、親
会社株主に帰属する当期純利益は投資有価証券を売却したことなどにより、６億３千8百万
円（前年同期比115.7％増）となりました。
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製品別の業績は次のとおりであります。

（複合フィルム）
当連結会計年度は、国内既存得意先の受注が増加したことや価格改定効果などにより、前

連結会計年度に比べて売上高は９億８千９百万円増加し、134億５千１百万円（前期比7.9
％増）となりました。

（単体フィルム）
当連結会計年度は、医薬品及び食品包装用フィルムなどの増加により、前連結会計年度に

比べて売上高は１千５百万円増加し、11億７千５百万円（前期比1.3％増）となりました。

（容 器）
当連結会計年度は、海外スーパー向け食品トレー及び食品容器の受注が減少したことなど

により、前連結会計年度に比べて売上高は３千７百万円減少し、14億３千１百万円（前期
比2.6％減）となりました。

（そ の 他）
当連結会計年度は、海外向け機械が減少したことなどにより、前連結会計年度に比べて売

上高は２億３千８百万円減少し、27億１千６百万円（前期比8.1％減）となりました。

― 6 ―

2026年04月17日 16時51分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



（２）対処すべき課題
国内経済は、賃上げの進展や政府による物価負担軽減策を背景に、個人消費の持ち直しが

見られるとともに、省力化・デジタル関連を中心とした設備投資が堅調に推移し、内需主導
の緩やかな回復が続きました。
一方、当社子会社を有する東アジアにおいては、東アジア情勢を巡る先行き不透明感を背

景に、需要は一部で弱含みとなっております。
また、中東情勢の緊迫化が長期化した場合には、原油価格の上昇と円安の進行が重なり、

家計負担や企業コストの増加を通じて景気の下押し要因となる可能性があります。
このような状況の中で当社は、お客様第一主義を実践すると共に、より高い品質で、より

迅速にお客様のニーズにお応えするべく、機能包材の拡販と製品の生産能力拡大に努めてま
いります。

（３）設備投資の状況
当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は３億８千５百万円（建設仮勘定を除く。）

であり、その主なものは、当社福岡第一、第二工場複合フィルム製造設備であります。

（４）資金調達の状況
特記すべき事項はありません。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区 分
第76期

(20222023
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで)

第77期

(20232024
年
年
３
２
月
月
１
29
日から
日まで)

第78期

(20242025
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで)

第79期（当連結会計年度）

(20252026
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで)

売 上 高（千円） 18,136,837 17,853,667 18,046,107 18,775,003
経 常 利 益（千円） 611,077 538,819 404,353 527,217
親 会 社 株 主
に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

（千円） 416,802 366,936 296,189 638,902

１株当たり当期純利益 262円60銭 231円18銭 186円61銭 402円53銭
総 資 産（千円） 16,888,694 18,152,677 18,409,675 18,642,965
純 資 産（千円） 8,568,187 9,071,475 9,414,458 9,983,925
１ 株 当 た り 純 資 産 5,381円75銭 5,696円18銭 5,907円81銭 6,265円04銭
（注) １株当たり当期純利益、１株当たり純資産は、発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数に基づき

算出しております。

（６）重要な親会社及び子会社の状況
① 重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

香港包装器材中心有限公司 5,000千香港ドル 100.00％ 複合フィルム及び容器等の販売
MARUTO（THAILAND）CO.,LTD. 10,000千タイバーツ 80.00％ 包装資材の仕入販売及び輸出・輸入

当社の連結子会社は上記の２社であります。当連結会計年度の連結売上高は187億７千
５百万円（前期比4.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は６億３千8百万円（前期
比115.7％増）となりました。
なお、当社は、2025年９月１日付で、当社の100%子会社である丸東印刷株式会社を

吸収合併いたしました。
② 当連結会計年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。
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③ その他
久光製薬株式会社は当社の議決権を39.8％（631千株）、TOPPANホールディングス株

式会社は当社の議決権を18.9％（300千株）それぞれ所有しており、当社は両社の持分
法適用関連会社であります。当社は、久光製薬株式会社へ複合フィルム、単体フィルム及
びその他の包装資材を販売し、また、TOPPANホールディングス株式会社へは複合フィ
ルム及び単体フィルム等の仕入販売並びに複合フィルム製造工程の一部の外注加工を行っ
ております。

（７）主要な事業内容
当社及び子会社２社は、包装資材（複合フィルム及び単体フィルム）の製造販売並びに包

装資材（複合フィルム、単体フィルム及び容器等）の仕入販売を主な事業内容としておりま
す。

（８）企業集団及び当社の従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況
従業員数（前期末比増減）

388名（17名増）
（注） 上記従業員数には臨時従業員、パート及び嘱託並びに派遣社員49名は含まれておりません。

② 当社の従業員の状況
従業員数（前期末比増減） 平 均 年 齢 平均勤続年数

355名 (27名増） 41.1歳 15.3年
（注） 上記従業員数には臨時従業員、パート及び嘱託並びに派遣社員49名は含まれておりません。

（９）主要な借入先の状況
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 佐 賀 銀 行 912,400千円
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 847,600千円
株 式 会 社 福 岡 銀 行 632,416千円
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２．会社の株式に関する事項
（１）発行可能株式総数 4,561,000株
（２）発行済株式の総数 1,587,196株（自己株式3,054株を除く）
（３）株主数 473名
（４）大株主の状況

株 主 名 持 株 数 持株比率
久 光 製 薬 株 式 会 社 631千株 39.8％
TOPPAN ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 300 18.9
日 本 ポ リ エ チ レ ン 株 式 会 社 82 5.2
丸 東 産 業 従 業 員 持 株 会 44 2.8
株 式 会 社 佐 賀 銀 行 33 2.1
株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 27 1.7
株 式 会 社 福 岡 銀 行 25 1.6
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 24 1.5
原 口 雅 行 21 1.3
原 口 耕 一 20 1.3
（注） 持株比率は、自己株式（3,054株）を控除して計算しております。
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３．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
取 締 役 社 長 ※ 菅 原 正 之
取 締 役 会 長 舛 屋 泰 之 久光製薬株式会社執行役員関連事業担当
取 締 役 加 藤 博 文 総務本部本部長
取 締 役 矢 野 勝 則 生産本部本部長兼購買本部本部長

取 締 役 原 口 耕 一 国際事業本部本部長兼香港包装器材中心有限公司
董事長

取 締 役 岡 野 公 夫

取 締 役 渡 邊 博 子 大分大学理事（教育担当）・副学長
株式会社豊和銀行社外取締役

監 査 役 （常 勤） 髙 宮 剛 志

監 査 役 吉 田 幸 司 TOPPAN株式会社執行役員生活・産業BU国内パ
ッケージSBU長

監 査 役 後 藤 大 樹 日本ポリエチレン株式会社
（注）１．※は代表取締役であります。

２．2025年５月23日開催の第78期定時株主総会において就任した新任取締役
取 締 役 舛 屋 泰 之
取 締 役 加 藤 博 文

３．2025年５月23日開催の第78期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役
取 締 役 末 安 健 作
取 締 役 宮 崎 直 樹
取 締 役 石 松 謙 太 郎
取 締 役 泉 博 二

４．取締役岡野公夫、渡邊博子の両氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
５．監査役吉田幸司、後藤大樹の両氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
６．当社は社外取締役岡野公夫、渡邊博子の両氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。
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（２）責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役である舛屋泰之及び社外取締役である岡野公夫、渡邊博子並びに監査役で

ある髙宮剛志と社外監査役である吉田幸司、後藤大樹の各氏との間で、会社法第427条第１
項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び会社法上の全ての子会社の
役員、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、被保険者は保険料を負担しており
ません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかか
る訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法

令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象
にならないなど、一定の免責事由があります。

（４）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2021年３月22日開催の
取締役会で決議しております。

イ．基本方針
取締役の報酬等は、役位、職責及び経済情勢や当社の業績、他社水準等に考慮しなが

ら適正な水準とすることを基本方針とし、具体的には固定報酬としての基本報酬及び退
職慰労金により構成する。

ロ．金銭報酬等の額又はその算定方法の決定方針及び報酬等を与える時期又は条件の決定
方針
取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業

績、貢献度を評価しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
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ハ．取締役の個人別の報酬等の額に対する種類別の支給割合の決定に関する方針
取締役の在任期間中の報酬については、業績連動報酬、非金銭報酬等の支給はなく、

基本報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。なお、退職慰労金の報酬に
占める割合は、その性質から定めないものとする。

ニ．当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が報酬等決定方針に沿うものである
と取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容及び

決定方針が取締役会で決議された決定方針と整合し、これに基づき個別の報酬額が決定
されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会の決議（1993年５月27日改定）による取締役報酬限度額（使用人兼務取締

役の使用人分の報酬を除く。）は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議（1993
年５月27日改定）による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。当該定
時株主総会終結時点の取締役の員数は12名、監査役の員数は5名であります。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額については、独立社外取締役を含めた取締役会で審議し、取

締役会決議に基づき、本方針で定められた個人別の決定方針の範囲内で、具体的報酬額
の内容の決定を、一任された代表取締役社長菅原正之が決定するものとしております。
委任した理由は、当社の業績、貢献度を評価した報酬等の決定は、業務執行を統括する
代表取締役によることが適していると考えているからです。
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④ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

役員区分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象とな
る役員の
員数（人）基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 退職慰労金

取締役（うち社外取締役）
80,102 76,422 ― ― 3,680 11

（8,770） （8,100） （―） （―） （670） （３）

監査役（うち社外監査役）
10,656 9,826 ― ― 830 １

（―） （―） （―） （―） （―） （―）

（注）１．退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
２．上記の取締役の支給人員には、2025年５月23日の第78期定時株主総会終結の時をもって退任した

取締役４名を含んでおります。
３．期末日現在の人員数は取締役７名、監査役３名であります。監査役の期末日人員と上記支給人員と

の相違は、無報酬の監査役が２名存在していることによるものであります。
４．上記の他に、第78期定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役２名に56,680千円

支給しております。なお、当該金額は過年度の事業報告にて記載した役員退職慰労引当金を原資と
しております。
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（５）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
区 分 氏 名 兼 職 先 兼職の内容 関 係

取 締 役 岡 野 公 夫 ― ― ―

取 締 役 渡 邊 博 子 大分大学
株式会社豊和銀行

理事（教育担当）・副学長
社外取締役 ―

監 査 役 吉 田 幸 司 TOPPAN株式会社 執行役員生活・産業BU
国内パッケージSBU長 ―

監 査 役 後 藤 大 樹 日本ポリエチレン株式会社 ― ー

② 社外役員の主な活動状況
区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 岡 野 公 夫
当事業年度開催の取締役会６回のうち６回出席し、代表取締役の
経験及び経営管理・運営に関する豊富な経験や見識を基に適宜発
言を行っております。

取 締 役 渡 邊 博 子 当事業年度開催の取締役会６回のうち６回出席し、経営管理・運
営に関する豊富な経験や見識を基に適宜発言を行っております。

監 査 役 吉 田 幸 司
当事業年度開催の取締役会６回のうち5回、監査役会６回のうち５
回出席し、会社執行役員等の経験及び経営管理・運営に関する豊
富な経験や見識を基に適宜発言を行っております。

監 査 役 後 藤 大 樹
当事業年度開催の取締役会６回のうち６回、監査役会６回のうち
６回出席し、会社執行役員等の経験及び経営管理・運営に関する
豊富な経験や見識を基に適宜発言を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
（流 動 資 産）

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金
（固 定 資 産）
〔有 形 固 定 資 産〕

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
〔無 形 固 定 資 産〕
〔投資その他の資産〕

投 資 有 価 証 券
退 職 給 付 に 係 る 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

10,960,238
2,915,997
367,898

1,408,311
3,696,728
1,177,601
577,692
357,104
496,764
△37,861
7,682,726
6,330,828
3,475,036
1,275,620
1,252,964
113,772
213,434
182,169

1,169,729
1,025,672
95,026
51,307
△2,276

（流 動 負 債）
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
電 子 記 録 債 務
短 期 借 入 金
1年内返済予定長期借入金
未 払 金
リ ー ス 債 務
未 払 法 人 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他
（固 定 負 債）

長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
資 産 除 去 債 務
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
退 職 給 付 に 係 る 負 債

6,780,453
1,532,394
3,075,655
688,000
485,804
40,303
51,893
238,202
80,652
587,548

1,878,586
1,456,714
37,081
3,079
16,320
365,390

負 債 合 計 8,659,039
純 資 産 の 部

（株 主 資 本）
〔資 本 金〕
〔資 本 剰 余 金〕
〔利 益 剰 余 金〕
〔自 己 株 式〕
（その他の包括利益累計額）
〔その他有価証券評価差額金〕
〔為替換算調整勘定〕
〔退職給付に係る調整累計額〕
（非 支 配 株 主 持 分）

9,238,237
1,807,750
786,011

6,648,352
△3,875
705,610
383,475
234,833
87,301
40,077

純 資 産 合 計 9,983,925
資 産 合 計 18,642,965 負債・純資産合計 18,642,965

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 18,775,003
売 上 原 価 15,988,188

売 上 総 利 益 2,786,815
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,366,103

営 業 利 益 420,712
営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,258
受 取 配 当 金 92,475
為 替 差 益 31,443
そ の 他 18,878 146,056

営 業 外 費 用
支 払 利 息 38,103
そ の 他 1,447 39,550

経 常 利 益 527,217
特 別 利 益

国 庫 補 助 金 受 贈 益 40,636
投 資 有 価 証 券 売 却 益 350,004 390,640

特 別 損 失
減 損 損 失 25,515 25,515

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 892,342
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 275,138
法 人 税 等 調 整 額 △24,476 250,662
当 期 純 利 益 641,679
非支配株主に帰属する当期純利益 2,777
親会社株主に帰属する当期純利益 638,902

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2026年２月28日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部
（流 動 資 産） 9,907,066 （流 動 負 債）

支 払 手 形
電 子 記 録 債 務
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
未 払 消 費 税 等
賞 与 引 当 金
そ の 他
( 固 定 負 債 )

長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金

6,493,713
132,982

3,075,655
1,268,937
688,000
485,804
40,303
284,592
234,299
28,066
61,273
80,652
113,146

1,894,579
1,456,714
421,545
16,320

現 金 及 び 預 金 2,439,807
受 取 手 形 367,898
電 子 記 録 債 権 1,408,311
売 掛 金 3,415,687
商 品 及 び 製 品 969,199
仕 掛 品 577,692
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 357,104
前 払 費 用 19,827
未 収 入 金 346,211
そ の 他 10,625
貸 倒 引 当 金 △5,300
（固 定 資 産） 7,659,691
〔有 形 固 定 資 産〕 6,213,428

建 物 3,245,579
構 築 物 225,468
機 械 及 び 装 置 1,258,565
車 両 及 び 運 搬 具 16,823
工 具、 器 具 及 び 備 品 103,193
土 地 1,250,027 負 債 合 計 8,388,292
建 設 仮 勘 定 113,772 純 資 産 の 部
〔無 形 固 定 資 産〕 182,159 （株 主 資 本） 8,794,989

ソ フ ト ウ ェ ア 160,711 〔資 本 金〕 1,807,750
電 話 加 入 権 10,997 〔資 本 剰 余 金〕 786,011
そ の 他 10,450 資 本 準 備 金 786,011
〔投資その他の資産〕 1,264,102 〔利 益 剰 余 金〕 6,205,103

投 資 有 価 証 券 1,025,672 利 益 準 備 金 16,926
関 係 会 社 株 式 130,014 そ の 他 利 益 剰 余 金 6,188,177
前 払 年 金 費 用 26,110 繰 越 利 益 剰 余 金 6,188,177
長 期 前 払 費 用 7,912 〔自 己 株 式〕 △3,875
敷 金 ・ 保 証 金 10,375 （評価・換算差額等） 383,475
繰 延 税 金 資 産 63,067 〔その他有価証券評価差額金〕 383,475
そ の 他 3,226
貸 倒 引 当 金 △2,276 純 資 産 合 計 9,178,464
資 産 合 計 17,566,757 負債・純資産合計 17,566,757

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年
３
２
月
月
１
28
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 17,245,310
売 上 原 価 14,998,716

売 上 総 利 益 2,246,594
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,854,140

営 業 利 益 392,454
営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,998
受 取 配 当 金 110,621
為 替 差 益 4,782
受 取 賃 貸 料 4,186
そ の 他 8,000 129,589

営 業 外 費 用
支 払 利 息 35,744
そ の 他 1,447 37,192

経 常 利 益 484,851
特 別 利 益

国 庫 補 助 金 受 贈 益 40,636
投 資 有 価 証 券 売 却 益 349,491
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益 169,892 560,020

特 別 損 失
減 損 損 失 25,515 25,515
税 引 前 当 期 純 利 益 1,019,355

法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 265,891
法 人 税 等 調 整 額 △21,094 244,797
当 期 純 利 益 774,558

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月13日
丸 東 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
福岡事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 田 俊 之
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 前 田 拓 哉

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、丸東産業株式会社の2025年３月１日から2026

年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、丸東産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され
る規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算
書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の
注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企
業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関す
る指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項
について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して
いる場合はその内容について報告を行う。
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利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月13日
丸 東 産 業 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人

福岡事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西 田 俊 之
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 前 田 拓 哉

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、丸東産業株式会社の2025年３月１日から

2026年２月28日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び
運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意
を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成
し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業
に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等
に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事
項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の
結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類
等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するた
めの対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用して
いる場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第79期事業年度における取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査

部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施いたしました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子
会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１
項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事
業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年４月14日
丸東産業株式会社 監査役会

常勤監査役 髙 宮 剛 志 ㊞
社外監査役 吉 田 幸 司 ㊞
社外監査役 後 藤 大 樹 ㊞

以上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件

当社の配当政策につきましては、企業体質の強化と積極的な事業展開を図るために必要
な内部留保の確保と安定配当の継続を基本としております。
この政策の下、当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開を勘

案し、内部留保にも意を用い、当社をとりまく環境が依然として厳しい折ではあります
が、下記のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
（１）配当財産の種類

金銭といたします。
（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円 総額63,487,840円
（３）剰余金の配当が効力を生じる日

2026年５月25日（月曜日）
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第２号議案 取締役７名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員（７名）の任期が満了となります。
つきましては、取締役７名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

１

村
む ら か み た か ひ ろ

上 隆 宏
（1969年７月28日生）

新 任

０株

1992年４月 久光製薬株式会社入社
2005年８月 同社医薬事業部西日本統括部中国第一ブ

ロック長
2009年８月 同社医薬事業部西日本統括部広島ブロッ

ク長
2011年２月 同社医薬事業部西日本統括部特約店課長
2019年３月 同社医薬事業部西日本統括部部長
2026年３月 当社執行役員経営企画室室長 (現 任)

【選任の理由】
同氏は、当社の主要取引先である久光製薬株式会社において部長という
要職を務め、その間営業部門を牽引してきた実績と経営全般及び経営管
理・運営に関する豊富な見識を有することから、取締役として適任であ
ると判断し、新任の取締役として選任をお願いするものであります。

― 27 ―

2026年04月17日 16時51分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

２ 舛
ま す や や す ゆ き

屋 泰 之
（1964年9月11日生）

1,000株

1987年４月 久光製薬株式会社入社
2007年５月 当社取締役総務本部本部長
2009年 2 月 久光製薬株式会社薬粧事業部マーケテ

ィング部部長
2010年２月 同社ＢＵ本部九州本社総務部部長
2012年 6 月 ヒサミツ ベトナム ファーマシューテ

ィカル カンパニーリミテッド 取締役
社長

2016年 2 月 久光製薬株式会社生産環境本部開発購
買部部長

2022年５月 同社執行役員ＢＵ本部本部長兼財務部
部長兼ＳＡＧＡ久光スプリングス株式
会社取締役（非常勤）

2025年３月 同社執行役員関連事業担当 （現 任）
2025年３月 当社会長付
2025年５月 当社取締役会長 （現 任）

【選任の理由】
同氏は、2007年に当社の取締役総務本部本部長を務め、その後、当社の
主要な取引先である久光製薬株式会社において、執行役員ＢＵ本部本部
長の要職を務められており、経営全般及び経営管理・運営に関する豊富
な見識を有することから、取締役として適任であると判断し、選任をお
願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

３ 加
か と う ひ ろ ふ み

藤 博 文
（1977年11月30日生）

300株

2000年４月 久光製薬株式会社入社
2017年 3 月 ヒサミツ ファルマ インドネシア 取締

役社長
2022年 3 月 久光製薬株式会社生産環境本部生産企画

部部長
2022年 9 月 久光-サノフィ株式会社取締役副会長
2023年９月 久光エージェンシー株式会社広告部部長
2025年 3 月 当社総務本部本部長
2025年５月 当社取締役総務本部本部長 （現 任）

【選任の理由】
同氏は、2025年に総務本部本部長に就任し、それまで当社の主要な取
引先である久光製薬株式会社において、国内外の関連会社の要職を歴任
し、経営全般及び経営管理・運営に関する豊富な見識を有することか
ら、取締役として適任であると判断し、選任をお願いするものでありま
す。

― 29 ―

2026年04月17日 16時51分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

４ 矢
や の か つ の り

野 勝 則
（1963年12月15日生）

500株

1982年３月 当社入社
2011年２月 当社福岡工場長兼生産管理部部長
2013年４月 当社執行役員福岡工場長兼生産管理部

部長
2016年２月 当社執行役員営業本部本部長
2018年２月 当社執行役員生産本部本部長兼福岡工場

長
2019年２月 当社執行役員生産本部本部長兼丸東印刷

株式会社代表取締役社長
2019年５月 当社取締役生産本部本部長兼丸東印刷

株式会社代表取締役社長
2025年 3 月 当社取締役生産本部本部長兼購買本部本

部長兼丸東印刷株式会社代表取締役社長
2025年９月 当社取締役生産本部本部長兼購買本部

本部長 （現 任）
【選任の理由】
同氏は、2019年5月に取締役に就任し、それまで長年にわたり印刷業界
で培った経験、特に製造・工場部門での要職経験と事業部門を牽引して
きた実績と、取締役就任後は経営全般及び経営管理・運営に関する豊富
な見識を活かし、当社の生産体制の強化に貢献してきました。これらの
経験と実績から、引き続き取締役として適任であると判断し、選任をお
願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

５ 原
は ら ぐ ち こ う い ち

口 耕 一
（1967年８月13日生）

20,700株

1991年１月 当社入社
2014年２月 当社開発部部長
2016年２月 当社国際事業部事業部長
2016年７月 当社国際事業部事業部長兼香港包装

器材中心有限公司董事総経理
2018年10月 当社執行役員国際事業部事業部長兼

香港包装器材中心有限公司董事総経理
2019年５月 当社取締役国際事業部事業部長兼香港

包装器材中心有限公司董事総経理
2023年 3 月 当社取締役国際事業本部本部長兼香港

包装器材中心有限公司董事総経理
2024年２月 当社取締役国際事業本部本部長兼香港

包装器材中心有限公司董事長 （現 任）
【選任の理由】
同氏は、2019年5月に取締役に就任し、それまで当社における開発部長
や国際事業部事業部長としての経験、入社以来開発部門・国際部門を牽
引してきた実績と、取締役就任後は経営全般及び経営管理・運営に関す
る豊富な見識を活かし、当社のグローバル展開及び技術開発を推進して
きました。これらの経験と実績から、引き続き取締役として適任である
と判断し、選任をお願いするものであります。
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候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

６ 岡
お か の き み お

野 公 夫
（1948年６月５日生）

300株

1971年４月 三菱商事株式会社入社
1997年３月 MC FOREST INVESTMENT INC.

President, CEO
1999年３月 三菱商事株式会社パルプ事業部長兼

紙・包装資材部長
2003年４月 同社執行役員資材本部長
2005年３月 三菱商事パッケージング株式会社

代表取締役社長執行役員
2012年６月 同社相談役
2022年 5 月 当社取締役 （現 任）

【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
同氏は、MC FOREST INVESTMENT INC.、三菱商事株式会社、三菱
商事パッケージング株式会社において要職を務めており、経営者として
の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言を頂戴する
ことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社
外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏には、上記経験を活かし、当社の経営を監督していただくこ
とを期待しております。

― 32 ―

2026年04月17日 16時51分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



候補者
番号

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

７ 渡
わ た な べ ひ ろ こ

邊 博 子
（1965年8月28日生）

0株

2015年 4 月 城西大学現代政策学部教授
2017年 4 月 大分大学経済学部教授
2019年 5 月 株式会社豊和銀行社外取締役(現 任）
2024年５月 当社取締役 （現 任）
2025年10月 大分大学理事（教育担当）・副学長

（現 任）
【社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割】
同氏は、2017年に大分大学 経済学部 教授に就任し、社会における新し
い価値の創造やイノベーション等の産業経済論を担当されており、企業
価値向上に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に
助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与してい
ただけることを期待し、社外取締役として適任であると判断し、選任を
お願いするものであります。また、同氏には、上記経験を活かし、当社
の経営を監督していただくことも期待しております。なお、同氏は、社
外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありません
が、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると
判断いたしました。

(注）１．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．岡野公夫氏及び渡邊博子氏は、再任の社外取締役候補者であります。なお、当社は、岡野公夫氏及び

渡邊博子氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
３．岡野公夫氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって４年となります。
４．渡邊博子氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって２年となります。
５．当社は現在、舛屋泰之氏、岡野公夫氏及び渡邊博子氏との間で、会社法第423条第1項の責任につい

て、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める
最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締結しておりま
す。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により填補す
ることとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、
当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役後藤大樹氏は、本総会終結の時をもって、辞任されます。
つきましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役候補者原篤弘氏は、後藤大樹氏の補欠として選任されますことから、その

任期は、当社定款第33条第2項に従い、退任する監査役の任期の満了する時までとなりま
す。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（生 年 月 日）

所有する当社
株 式 の 数 略歴、地位及び重要な兼職の状況

原
は ら あ つ ひ ろ

篤 弘
（1973年5月25日生）

新 任

０株

1996 年 4 月三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル株式会
社）入社

2017 年 3 月同社ポリマー本部サステイナブルリソース事
業部ＰＢＳビジネスグループマネジャー

2022 年10月同社グリーントランスフォーメーション推進
本部事業開発部長

2023 年 4 月同社ベーシックマテリアルズビジネスグルー
プ石化事業本部基礎化学品事業部ＰＨＬ・
ＢＰＡグループ長

2024 年４ 月同社ベーシックマテリアルズ＆ポリマーズビ
ジネスグループマテリアルズ＆ポリマーズ事
業本部ＰＨＬ・ＰＣ事業部長

2026 年４ 月日本ポリエチレン株式会社企画管理部長
（現任）

【選任の理由】
同氏は、長年にわたり化学品業界に携わっており、その間特に営業部門では部長
や事業部長の要職を歴任し、事業部門を牽引してきた実績と経営全般及び経営管
理・運営に関する豊富な見識を有することから、適切な指導及び監査機能を発揮
していただけることを期待し、監査役として適任であると判断し、選任をお願い
するものであります。

(注）１．監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．原篤弘氏は、社外監査役候補者であります。
３．当社は、本総会において、原篤弘氏が監査役として承認可決された場合、同氏との間で、会社法第

427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定でありま
す。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

４．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して
おり、当社監査役を含む被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求がなされたことによる法律上
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の賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約
の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更
新を予定しております。

以上
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西
鉄
電
車

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

株主総会会場ご案内図
会場 福岡県小郡市干潟892番地１

当社３階会議室
TEL（0942）73−3845

●交通のご案内
・JR鹿児島本線原田駅 車で15分
・西鉄大牟田線三国が丘駅 車で10分
・筑後小郡 I.C 車で５分
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